
別紙４

社会福祉法人　清風会 （単位：円）

貸借対照表科目 場所・物量等 取得年度 使用目的等 取得価格
減価償却
累計額

貸借対照表
価　　　　格

　　現金預金

　　　現金 － － － 59,778

　　　預金 鹿児島相互信用金庫国分支店他 － 運転資金として － － 34,896,025

34,955,803

　　事業未収金 認定こども園 － 施設給付費　霧島市他 － － 14,006,380

児童クラブ － 学童保育料他 － － 2,346,760

　　未収金 認定こども園 － 経費振替他 － － 1,006,323

児童クラブ － 経費振替他 － － 1,012,022

　　未収補助金 認定こども園 － 延長保育事業補助金　霧島市他 － － 7,491,170

児童クラブ － 放課後児童ｸﾗﾌﾞ運営補助金　霧島市 － － 233,100

　　前払費用 認定こども園 － ﾒﾝﾃﾅﾝｽ保守他 － － 642,086

児童クラブ － 傷害保険料 － － 109,692

61,803,336

　　　土地 （幼保連携型認定こども園第１ドリーム保育園拠点)

霧島市国分清水1丁目25-45他 － 第２種社会福祉事業である保育所施設等に － － 59,125,649

使用している

（幼保連携型認定こども園第２ドリーム保育園拠点)

霧島市国分清水1丁目25-1 － 第２種社会福祉事業である保育所施設等に － － 14,058,337

使用している

73,183,986

　　　建物 （幼保連携型認定こども園第１ドリーム保育園拠点)

霧島市国分清水1丁目25-45他 2002年度 第２種社会福祉事業である保育所施設等に 178,201,386 109,748,217 68,453,169

使用している

（幼保連携型認定こども園第２ドリーム保育園拠点)

霧島市国分清水1丁目25-1他 2014年度 第２種社会福祉事業である保育所施設等に 145,433,309 48,598,442 96,834,867

使用している

165,288,036

238,472,022

　　　建物 （幼保連携型認定こども園第１ドリーム保育園拠点) 2002年度 第２種社会福祉事業である保育所施設等に 6,512,626 1,942,364 4,570,262

水銀灯他 使用している

（幼保連携型認定こども園第２ドリーム保育園拠点) 2016年度 第２種社会福祉事業である保育所施設等に 6,993,870 2,350,140 4,643,730

学童改修工事他 使用している

　　　構築物 外構工事 － 〃 59,277,240 27,880,247 31,396,993

　　　車輌運搬具 ﾊｲｴｰｽﾜｺﾞﾝ他 － 送迎用 7,764,946 4,733,450 3,031,496

　　　器具及び備品 防犯ｶﾒﾗ他 － 第２種社会福祉事業である保育所施設等に 39,865,568 27,447,677 12,417,891

使用している

　　　ソフトウェア 栄養計算ｼｽﾃﾑ他 － 〃 5,800,680 3,906,480 1,894,200

　　　退職給付引当資産 鹿児島県社会福祉協議会 － 将来における退職金の目的のための積立 － － 2,928,500

　　　その他の固定資産 鹿児島相互信用金庫出資金他 － － － 402,110

61,285,182

299,757,204

361,560,540

　　事業未払金 3月分給与他 － － － 29,375,104

　　1年以内返済予定

　　　　　　設備資金借入金 鹿児島相互信用金庫国分支店他 － － － 7,251,000

　　1年以内返済予定

　　　　長期運営資金借入金 日本政策金融公庫 － － － 3,036,000

　　１年以内支払予定

　　　　　　　　長期未払金 ㈱ｱﾌﾟﾗｽ － － － 396,000

　　職員預り金 3月分健康保険料他 － － － 3,250,144

　　賞与引当金 － － － 6,441,699

49,749,947

　　設備資金借入金 鹿児島相互信用金庫国分支店他 － － － 69,497,500

　　長期運営資金借入金 日本政策金融公庫 － － － 5,043,000

　　退職給付引当金 鹿児島県社会福祉協議会 － － － 5,581,397

　　役員等長期借入金 永園達朗 － － － 26,871,326

　　長期未払金 ㈱ｱﾌﾟﾗｽ － － － 1,914,000

108,907,223

158,657,170

202,903,370

(記載上の留意事項)

　・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分ごとに分けて記載するものとする。

　・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。

　・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価格」欄と一致させる。

　・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

　なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

　・「貸借対照表価格」欄は、「取得価格」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。

　・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。

　・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

　また、ソフトウェアについては、取得価格から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

　・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。

　・預金に関する口座番号は任意記載とする。

　（２）その他の固定資産

財　　産　　目　　録

令和７年３月３１日現在

Ⅰ　資産の部

　１　流動資産

小計

流動資産合計

　２　固定資産

　（１）基本財産

小計

小計

基本財産合計

差引純資産

その他の固定資産合計

固定資産合計

資産合計

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

流動負債合計

　２　固定負債

固定負債合計

負債合計


